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議第４０号 

   橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について 

 橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和６年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 

 橿原市執行機関の附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市特別職報酬等審

議会 

議員報酬の額並びに市長及び副市

長その他特別職の職員の給料又は

報酬の額についての審議に関する

事務 

 

 

１０人以内

（略） 

（略） 
 

別表（第２条、第３条関係） 

附属機関の属

する執行機関 

附属機関 担任事務 委員の定数 

市長 （略） 

橿原市特別職報酬等審

議会 

議員報酬の額並びに市長及び副市

長その他特別職の職員の給料又は

報酬の額についての審議に関する

事務 

１０人以内

橿原市補助金等検討委

員会 

補助金等の適正化に関する事項に

ついての調査審議等に関する事務 

１０人以内

    （略） 

（略） 
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附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 橿原市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年橿原市条例第９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ （略） 

橿原市退職手当審査会の委員 日額 １０，０００ 〃 

（略） 

（略） 
 

別表（第２条、第５条関係） 

区分 報酬額（円） 費用弁償 

１ （略） 

橿原市退職手当審査会の委員 日額 １０，０００ 〃 

橿原市補助金等検討委員会の委員 日額 １０，０００ 〃 

（略） 

（略） 
 

 

 

理由 執行機関の附属機関として、橿原市補助金等検討委員会を設置するため、所要の改正を行うもの 
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議第４１号 

橿原市税条例の一部改正について 

橿原市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市税条例の一部を改正する条例 

橿原市税条例（昭和３１年橿原市条例第３２号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出した場合には、

法第３１４条の７第１項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年

中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除す

べき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。）をそ

の者の第３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

（１）・（２） （略） 

（３） 所得税法第７８条第２項第２号に掲げる寄附金（前号に掲げる寄附金を除 

く。）及び第３号に掲げる寄附金（前号に掲げる寄附金及び出資に関する業務に充て

られることが明らかなものを除く。）（同条第３項の規定により特定寄附金とみなさ

れるものを含む。）並びに租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１

（寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出した場合には、

法第３１４条の７第１項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年

中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除す

べき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。）をそ

の者の第３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、

当該所得割の額に相当する金額とする。 

（１）・（２） （略） 

（３） 所得税法第７８条第２項第２号から第４号までに掲げる寄附金及び租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項に規定する特定非営利活

動に関する寄附金（当該納税義務者に特別の利益が及ぶと認められるもの及び出資に

関する業務に充てられることが明らかなものを除く。）のうち、次に掲げるもの 
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改    正    前 改    正    後 

８の２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（当該納税義務者に特別の利

益が及ぶと認められるもの及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを

除く。）のうち、次に掲げるもの 

ア （略） 

イ 公益信託ニ関スル法律（大正１１年法律第６２号）第２条第１項の規定により奈

良県知事又は奈良県教育委員会の許可を受けた同法第１条に規定する公益信託の信

託財産とするために支出したもの 

２ （略） 

（固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 （略） 

２～７ （略） 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第１０条の２の１

２で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するた

め取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有す

ることとなったもの（以下この項において「特定附帯設備」という。）については、当

該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付け

た者をもって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家

屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２若しくは第１２号の固定資産又は同項

第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所

において直接教育の用に供するものに限る。）について同項本文の規定の適用を受けよ

うとする者は、土地については第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号

 

 

 

ア （略） 

イ 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）第６条の規定により奈良県知事

の認可を受けた同法第２条第１項第１号に規定する公益信託の信託財産とするため

に支出したもの 

２ （略） 

（固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 （略） 

２～７ （略） 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第１０条の２の１

５で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するた

め取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有す

ることとなったもの（以下この項において「特定附帯設備」という。）については、当

該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付け

た者をもって第１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家

屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

第５６条 法第３４８条第２項第９号、第９号の２若しくは第１２号の固定資産又は同項

第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所

において直接教育の用に供するものに限る。）について同項本文の規定の適用を受けよ

うとする者は、土地については第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号
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改    正    前 改    正    後 

に、償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土

地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第

６４条第４項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉

法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的医

療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは

公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）若しくは一般財

団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者

健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合

若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助

産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社

団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団

法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館

を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの

（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に属しないものである場合にお

いては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証

明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

に、償却資産については第５号及び第６号に掲げる事項を記載した申告書を、当該土

地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第

１５２条第５項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福

祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的

医療機関の開設者、令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人若しく

は公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）若しくは一般

財団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働

者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組

合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、

助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益

社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財

団法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物

館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするも

の（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に属しないものである場合に

おいては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを

証明する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）～（６） （略） 

附 則 

（公益法人等に係る市民税の課税の特例） 

第２条の４ 当分の間、租税特別措置法第４０条第３項後段（同条第６項から第１０項ま

で及び第１１項（同条第１２項において準用する場合を含む。以下この条において同

じ。）の規定によりみなして適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同法第４０

（１）～（６） （略） 

附 則 

 

第２条の４ 削除 
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改    正    前 改    正    後 

条第３項に規定する公益法人等（同条第６項から第１１項までの規定により特定贈与等

に係る公益法人等とみなされる法人を含む。）を同条第３項に規定する贈与又は遺贈を

行った個人とみなして、令附則第３条の２の３で定めるところにより、これに同項に規

定する財産（同法第４０条第６項から第１１項までの規定により特定贈与等に係る財産

とみなされる資産を含む。）に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額

に係る市民税の所得割を課する。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 橿原市税条例第５６条の改正規定 令和７年４月１日 

（２） 橿原市税条例第３４条の７第１項の改正規定、附則第２条の４を削除する改正規定及び次条の規定 公益信託に関する法律（令和６年法律第３０号）の施行の日の属する年

の翌年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附則第３条第１項の規定の適用がある場合における前条第２号に掲げる規定による改正後の橿原市税条例第３４条の

７第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第３号中「寄附金及び」とあるのは、「寄附金（所得税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第８号）附

則第３条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第１条の規定による改正前の所得税法第７８条第３項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）及

び」とする。 

 

 

理由 地方税法等の一部改正により、個人の市民税の寄附金税額控除に関する規定の見直し等を行うため、所要の改正を行うもの 
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議第４２号 

   橿原市税外債権管理条例等の一部改正について 

 橿原市税外債権管理条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

   令和６年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

   橿原市税外債権管理条例等の一部を改正する条例 

（橿原市税外債権管理条例の一部改正） 

第１条 橿原市税外債権管理条例（令和元年橿原市条例第３６号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（情報の利用等） （情報の利用等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の規定により、市長が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）別表事務の欄

及び橿原市個人番号の利用に関する条例（平成２７年橿原市条例第３５号）別表第１事

務の欄に掲げる事務（以下「番号利用事務」という。）において、当該番号利用事務以

外の事務により収集された特定個人情報（番号法第２条第８項に規定する特定個人情報

をいう。以下同じ。）を利用するときは、当該番号利用事務は、番号法第９条第２項の

条例で定めることにより当該特定個人情報を利用することができる事務とみなす。 

２ 前項の規定により、市長が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法」という。）別表事務の欄

及び橿原市個人番号の利用に関する条例（平成２７年橿原市条例第３５号）別表第１事

務の欄に掲げる事務（以下「番号利用事務」という。）において、当該番号利用事務以

外の事務により収集された特定個人情報（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報

をいう。以下同じ。）を利用するときは、当該番号利用事務は、番号法第９条第２項の

条例で定めることにより当該特定個人情報を利用することができる事務とみなす。 

３ （略） ３ （略） 

（橿原市税条例の一部改正） 

第２条 橿原市税条例（昭和３１年橿原市条例第３２号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 
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新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ （略） 第３６条の２ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第２４条第

１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとな

った日から６０日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業

所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。）、当該該

当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第２４条第

１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとな

った日から６０日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業

所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号（行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７

号）第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。）、当該該

当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の規定による

補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の規定による

補正の方法の申出） 

第６３条の３ 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

第６３条の３ 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならな

い。 

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当

該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同

じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税につ

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

（１） 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいい、当

該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同

じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税につ

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名



3 

改    正    前 改    正    後 

称） 称） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第８９条 （略） 第８９条 （略） 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動

車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならな

い。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動

車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、これを市長に提出しなければならな

い。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名

称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同

じ。）又は法人番号（同法第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号に

おいて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若

しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（２） 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名

称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同

じ。）又は法人番号（同法第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号に

おいて同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若

しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（３）～（８） （略） （３）～（８） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１１９条の３ （略） 第１１９条の３ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付し
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改    正    前 改    正    後 

て市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土

地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免

する必要があると認める場合は、この限りでない。 

て市長に提出しなければならない。ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土

地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免

する必要があると認める場合は、この限りでない。 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第１５項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

（１） 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号（行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第１６項に規定する法人番号をい

う。以下この号において同じ。）（法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名

又は名称） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１２０条の１４ 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に

掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合におい

ては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

第１２０条の１４ 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に

掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合におい

ては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

（１） 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第１５項に

規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（１） 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（同条第１６項に

規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番号を有

しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正） 

第３条 橿原市個人番号の利用に関する条例（平成２７年橿原市条例第３５号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 
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改    正    前 改    正    後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 特定個人情報 法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 （２） 特定個人情報 法第２条第９項に規定する特定個人情報をいう。 

（３） 個人番号利用事務実施者 法第２条第１２項に規定する個人番号利用事務実施

者をいう。 

（３） 個人番号利用事務実施者 法第２条第１３項に規定する個人番号利用事務実施

者をいう。 

（４） 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１４項に規定する情報提供ネット

ワークシステムをいう。 

（４） 情報提供ネットワークシステム 法第２条第１５項に規定する情報提供ネット

ワークシステムをいう。 

（５）～（２４） （略） （５）～（２４） （略） 

（橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第４条 橿原市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年橿原市条例第２９号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問） （情報公開・個人情報保護制度運営審議会への諮問） 

第１２条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、橿原市執行機関の

附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）別表の橿原市情報公開・個人

情報保護制度運営審議会に諮問することができる。 

第１２条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、橿原市執行機関の

附属機関に関する条例（平成２４年橿原市条例第２３号）別表の橿原市情報公開・個人

情報保護制度運営審議会に諮問することができる。 

（１） この条例その他個人情報（特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第８項に規定する「特定個人情報」をい

う。）を除く。）の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止

（１） この条例その他個人情報（特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第９項に規定する「特定個人情報」をい

う。）を除く。）の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止
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改    正    前 改    正    後 

しようとする場合 しようとする場合 

（２） （略） （２） （略） 

附 則 

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部

を改正する法律（令和６年法律第４６号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

 

理由 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、条項が整理されたため、所要の改正を行うもの 
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議第４３号 

   橿原市個人番号の利用に関する条例の一部改正について 

橿原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

橿原市個人番号の利用に関する条例（平成２７年橿原市条例第３５号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（８） 生活保護関係情報 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の決

定若しくは実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をい

う。 

（８） 生活保護関係情報 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の決

定若しくは実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情

報をいう。 

（９） 外国人生活保護関係情報 外国人に対する生活保護の措置又は就労自立給付金

若しくは進学準備給付金の支給に関する情報をいう。 

（９） 外国人生活保護関係情報 外国人に対する生活保護の措置又は就労自立給付金

若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報をいう。 

（１０） （略） （１０） （略） 

（１１） 児童手当関係情報 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当

又は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付をいう。以下同じ。）の支給に

関する情報をいう。 

（１１） 児童手当関係情報 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）による児童手当

の支給に関する情報をいう。 
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改    正    前 改    正    後 

（１２）～（２４） （略） （１２）～（２４） （略） 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

１ 市長 外国人に対する生活保護の措置、就労自立給付金若しくは進学準備給

付金の支給、それらに要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの 

（略） 
 

機関 事務 

１ 市長 外国人に対する生活保護の措置、就労自立給付金若しくは進学・就職

準備給付金の支給、それらに要する費用の返還又は徴収金の徴収に関

する事務であって規則で定めるもの 

（略） 
 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

２ 市長 生活保護法による保護の決定及び

実施、就労自立給付金若しくは進

学準備給付金の支給、保護に要す

る費用の返還又は徴収金の徴収に

関する事務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報、外国人生活保護関係

情報、老人福祉措置関係情報、障害者

関係情報、自立支援給付等関係情報、

障害児給付等関係情報、医療給付等関

係情報、介護保険給付等関係情報、公

営住宅関係情報又は改良住宅関係情報

であって規則で定めるもの 

３ 市長 外国人に対する生活保護の措置、

就労自立給付金若しくは進学準備

給付金の支給、それらに要する費

用の返還又は徴収金の徴収に関す

生活保護法による事務に係る利用特定

個人情報、地方税関係情報、生活保護

関係情報、老人福祉措置関係情報、障

害者関係情報、自立支援給付等関係情

機関 事務 特定個人情報 

（略） 

２ 市長 生活保護法による保護の決定及び

実施、就労自立給付金若しくは進

学・就職準備給付金の支給、保護

に要する費用の返還又は徴収金の

徴収に関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、外国人生活保護関係

情報、老人福祉措置関係情報、障害者

関係情報、自立支援給付等関係情報、

障害児給付等関係情報、医療給付等関

係情報、介護保険給付等関係情報、公

営住宅関係情報又は改良住宅関係情報

であって規則で定めるもの 

３ 市長 外国人に対する生活保護の措置、

就労自立給付金若しくは進学・就

職準備給付金の支給、それらに要

する費用の返還又は徴収金の徴収

生活保護法による事務に係る利用特定

個人情報、地方税関係情報、生活保護

関係情報、老人福祉措置関係情報、障

害者関係情報、自立支援給付等関係情
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改    正    前 改    正    後 

る事務であって規則で定めるもの 報、障害児給付等関係情報、医療給付

等関係情報、介護保険給付等関係情

報、公営住宅関係情報又は改良住宅関

係情報であって規則で定めるもの 

（略） 
 

に関する事務であって規則で定め

るもの 

報、障害児給付等関係情報、医療給付

等関係情報、介護保険給付等関係情

報、公営住宅関係情報又は改良住宅関

係情報であって規則で定めるもの 

（略） 
 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１１号の改正規定は、令和６年１０月１日から施行する。 

 

 

理由 生活保護法の一部改正により進学準備給付金が進学・就職準備給付金に改められたため、また、児童手当法の一部改正により児童手当の特例給付が廃止された

ため、所要の改正を行うもの 
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議第４４号 

   橿原市国民健康保険条例の一部改正について 

橿原市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

橿原市国民健康保険条例（昭和３４年橿原市条例第１７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表

改    正    前 改    正    後 

第１０条 法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出

をした場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められ

てこれに応じない場合においては、その者に対し１００，０００円以下の過料を科する。 

第１０条 法第９条第１項若しくは第５項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし

た場合においては、その者に対し１００，０００円以下の過料を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１２月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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理由 国民健康保険法の一部改正により、現行の被保険者証が令和６年１２月２日に廃止されることに伴い、所要の改正を行うもの 
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議第４５号 

橿原市斎場条例の一部改正について 

橿原市斎場条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市斎場条例の一部を改正する条例 

第１条 橿原市斎場条例（平成１７年橿原市条例第２７号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（施設） 

第３条 橿原市営斎場（以下「斎場」という。）に、火葬場及び葬祭式場の施設を置く。 

２ 火葬場については火葬炉及び霊安室をもって、葬祭式場については葬祭場、家族葬祭

場及び待合室をもって構成する。 

（使用時間） 

第５条 斎場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき

は、これを臨時に変更することができる。 

（１） （略） 

（２） 霊安室及び葬祭式場 市長が使用許可した時間 

（使用料） 

第８条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、この限りでない。 

 

（施設） 

第３条 橿原市営斎場（以下「斎場」という。）に、火葬場を置く。 

２ 火葬場は、火葬炉及び霊安室をもって構成する。 

 

（使用時間） 

第５条 斎場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき

は、これを臨時に変更することができる。 

（１） （略） 

（２） 霊安室 市長が使用許可した時間 

（使用料） 

第８条 使用者は、別表に定める使用料を、前条第１項に規定する使用の許可を受けよう

とするときに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、この限りでない。 
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改    正    前 改    正    後 

別表（第８条関係） 

区分 単位 
使用料 

市内 市外 

火葬場 （略） 

霊安室 （略） 

２４時間を超え１時間増すごとに ３３０ １，９８０

葬祭式場 葬祭場 ２４時間まで ８８，０００ ２６４，０００

家族葬祭場 ９：００～１２：００ ３，１４０ １８，８４０

１３：００～１６：００ ３，１４０ １８，８４０

１７：００～２１：００ ４，１９０ ２５，１４０

待合室 ９：００～１２：００ １，５７０ ９，４２０

１３：００～１６：００ １，５７０ ９，４２０

１７：００～２１：００ ２，０９０ １２，５４０

備考 

１ 「市内」とは、死亡者が、死亡時に橿原市の住民基本台帳に記録されている場合

をいう。 

 

 

 

２ （略） 

３ 待合室及び家族葬祭場を使用する場合において、単位を連続して使用するときに

限り、当該単位の間の使用時間についての使用料は徴収しない。 

別表（第８条関係） 

区分 単位 
使用料 

市内 市外 

火葬場 （略） 

霊安室 （略） 

２４時間を超え１時間増すごとに ３３０ １，９８０

備考 

１ 「市内」とは、死亡者が、死亡時に橿原市の住民基本台帳に記録されている場合

をいう。ただし、妊娠４ヶ月以上の胎児についてはその者の母（母が特定できない

場合は使用者）、汚物等については本人（本人が特定できない場合は使用者）、小

動物（犬猫等）については使用者が、第７条第１項に規定する使用の許可を受けよ

うとするときに橿原市の住民基本台帳に記録されている場合をいう。 

２ （略） 
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改    正    前 改    正    後 

４ 待合室及び家族葬祭場を使用する場合においては、単位の区分の間の時間帯を使

用の始期又は終期とすることはできないものとする。 

５ 待合室及び家族葬祭場を使用する場合においては、使用の始期についてはその所

属する単位の区分の始めから、使用の終期についてはその所属する単位の区分の終

わりまでの時間を使用時間として使用料の額を決定するものとする。 

第２条 橿原市斎場条例の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

（施設） 

第３条 橿原市営斎場（以下「斎場」という。）に、火葬場を置く。 

２ （略） 

（使用時間） 

第５条 斎場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき

は、これを臨時に変更することができる。 

（１） （略） 

（２） 霊安室 市長が使用許可した時間 

 

 

 

 

 

（施設） 

第３条 橿原市営斎場（以下「斎場」という。）に、火葬場及び葬祭場を置く。 

２ （略） 

（使用時間） 

第５条 斎場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるとき

は、これを臨時に変更することができる。 

（１） （略） 

（２） 霊安室及び葬祭場 市長が使用許可した時間 

（葬祭場の使用等） 

第７条の２ 葬祭場を使用しようとする者は、葬送する死亡者を斎場で火葬しなければな

らない。 

２ 葬祭場は、前項の火葬の前日若しくは当日又はその両日に限って使用することができ

る。 
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改    正    前 改    正    後 

別表（第８条関係） 

区分 単位 
使用料 

市内 市外 

火葬場 （略） 

霊安室 （略） 

２４時間を超え１時間増すごとに 

 

 

３３０ １，９８０

備考 

１・２ （略） 

別表（第８条関係） 

区分 単位 
使用料 

市内 市外 

火葬場 （略） 

霊安室 （略） 

２４時間を超え１時間増すごとに ３３０ １，９８０

葬祭場 ９：００～１６：００ １４，０００ ４２，０００

１６：００～９：００ ３４，０００ １０２，０００

備考 

１・２ （略） 

３ 葬祭場を使用する場合においては、使用の始期についてはその所属する単位の区

分の始めから、使用の終期についてはその所属する単位の区分の終わりまでの時間

を使用時間として使用料の額を決定するものとする。 

 

附 則 

この条例中第１条の規定は令和７年２月１日から、第２条の規定は令和７年６月１日から施行する。 

 

 

理由 橿原市営斎場長寿命化計画に基づき、橿原市営斎場の葬祭式場を廃止し、新たに葬祭場を設置するため、所要の改正を行うもの 
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議第４６号 

  橿原市手数料徴収条例の一部改正について 

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月３日提出 

橿原市長 亀田 忠彦        

橿原市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

橿原市手数料徴収条例（平成１２年橿原市条例第３号）の一部を次の表のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 事務 手数料の額 

（略） 

２５ 検査済証の交

付を受ける前におけ

る建築物等の仮使用

認定申請手数料 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条の６第

１項第１号若しくは第２号（同法第８７条の４又は第８

８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく仮使用の認定の申請又は同法第１

８条第２４項第１号若しくは第２号（同法第８７条の４

又は第８８条第１項若しくは第２項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく仮使用の認定の申請に対す

る審査 

（略） 

（略） 

名称 事務 手数料の額 
 

（略） 

２５ 検査済証の交

付を受ける前におけ

る建築物等の仮使用

認定申請手数料 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条の６第

１項第１号若しくは第２号（同法第８７条の４又は第８

８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含

む。）の規定に基づく仮使用の認定の申請又は同法第１

８条第３８項第１号若しくは第２号（同法第８７条の４

又は第８８条第１項若しくは第２項において準用する場

合を含む。）の規定に基づく仮使用の認定の申請に対す

る審査 

（略） 

（略） 
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改    正    前 改    正    後 

６０ 建築物に関す

る完了検査申請又は

完了検査通知手数料 

建築基準法第７条第１項の規定に

基づく建築物に関する完了検査の

申請又は同法第１８条第１６項の

規定に基づく建築物に関する完了

検査の通知に対する検査（６０の

２の項に係るものを除く。） 

（略） （略） 

（略）  

６０の２ 建築物エ

ネルギー消費性能適

合性判定を受けた建

築物に関する完了検

査申請又は完了検査

通知手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第１２条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能

適合性判定を受けた計画による建

築物（同法及び都市の低炭素化の

促進に関する法律（平成２４年法

律第８４号）の規定により適合判

定通知書の交付を受けたとみなさ

れる建築による建築物を含む。）

に係る建築基準法第７条第１項の

規定に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律

第１３条第２項に規定する建築物

（略） （略） 

６０ 建築物に関す

る完了検査申請又は

完了検査通知手数料 

建築基準法第７条第１項の規定に

基づく建築物に関する完了検査の

申請又は同法第１８条第２０項の

規定に基づく建築物に関する完了

検査の通知に対する検査（６０の

２の項に係るものを除く。） 

（略） （略） 

（略）  

６０の２ 建築物エ

ネルギー消費性能適

合性判定を受けた建

築物に関する完了検

査申請又は完了検査

通知手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第１２条第１項に規

定する建築物エネルギー消費性能

適合性判定を受けた計画による建

築物（同法及び都市の低炭素化の

促進に関する法律（平成２４年法

律第８４号）の規定により適合判

定通知書の交付を受けたとみなさ

れる建築による建築物を含む。）

に係る建築基準法第７条第１項の

規定に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律

第１３条第２項に規定する建築物

（略） （略） 
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改    正    前 改    正    後 

エネルギー消費性能適合性判定を

受けた計画による建築物に係る建

築基準法第１８条第１６項の規定

に基づく建築物に関する完了検査

の通知に対する検査 

（略）  

６１ 建築設備に関

する完了検査申請又

は完了検査通知手数

料 

建築基準法第７条第１項の規定に基づく完了検査の申請

に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分が含

まれる場合における当該昇降機に関する完了検査若しく

は同条において準用する同法第７条第１項の規定に基づ

く建築設備に関する完了検査の申請又は同法第１８条第

１６項の規定に基づく完了検査の通知に係る計画に同法

第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれる場合におけ

る当該昇降機に関する完了検査若しくは同条において準

用する同法第１８条第１６項の規定に基づく建築設備に

関する完了検査の通知に対する検査 

（略） 

６２ 工作物に関す

る完了検査申請又は

完了検査通知手数料 

建築基準法第８８条第１項若しくは第２項において準用

する同法第７条第１項の規定に基づく工作物に関する完

了検査の申請又は同法第１８条第１６項の規定に基づく

工作物に関する完了検査の通知に対する検査 

（略） 

６３ 中間検査を経

た建築物に関する完

建築基準法第７条の３第１項の特

定工程に係る建築物についての同

（略） （略） 

エネルギー消費性能適合性判定を

受けた計画による建築物に係る建

築基準法第１８条第２０項の規定

に基づく建築物に関する完了検査

の通知に対する検査 

（略）  

６１ 建築設備に関

する完了検査申請又

は完了検査通知手数

料 

建築基準法第７条第１項の規定に基づく完了検査の申請

に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分が含

まれる場合における当該昇降機に関する完了検査若しく

は同条において準用する同法第７条第１項の規定に基づ

く建築設備に関する完了検査の申請又は同法第１８条第

２０項の規定に基づく完了検査の通知に係る計画に同法

第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれる場合におけ

る当該昇降機に関する完了検査若しくは同条において準

用する同法第１８条第２０項の規定に基づく建築設備に

関する完了検査の通知に対する検査 

（略） 

６２ 工作物に関す

る完了検査申請又は

完了検査通知手数料 

建築基準法第８８条第１項若しくは第２項において準用

する同法第７条第１項の規定に基づく工作物に関する完

了検査の申請又は同法第１８条第２０項の規定に基づく

工作物に関する完了検査の通知に対する検査 

（略） 

６３ 中間検査を経

た建築物に関する完

建築基準法第７条の３第１項の特

定工程に係る建築物についての同

（略） （略） 
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改    正    前 改    正    後 

了検査申請又は完了

検査通知手数料 

法第７条第１項の規定に基づく建

築物に関する完了検査の申請又は

同法第１８条第１６項の規定に基

づく建築物に関する完了検査の通

知に対する検査（６３の２の項に

係るものを除く。） 

（略）  

６３の２ 中間検査

を経た建築物エネル

ギー消費性能適合性

判定を受けた建築物

に関する完了検査申

請又は完了検査通知

手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第１２条第１項

に規定する建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受けた計画によ

る建築物（同法及び都市の低炭素

化の促進に関する法律の規定によ

り適合判定通知書の交付を受けた

とみなされる建築による建築物を

含む。）に係る建築基準法第７条

の３第１項の特定工程に係る建築

物についての同法第７条第１項の

規定に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律

第１３条第２項に規定する建築物

（略） （略） 

了検査申請又は完了

検査通知手数料 

法第７条第１項の規定に基づく建

築物に関する完了検査の申請又は

同法第１８条第２０項の規定に基

づく建築物に関する完了検査の通

知に対する検査（６３の２の項に

係るものを除く。） 

（略）  

６３の２ 中間検査

を経た建築物エネル

ギー消費性能適合性

判定を受けた建築物

に関する完了検査申

請又は完了検査通知

手数料 

建築物のエネルギー消費性能の向

上等に関する法律第１２条第１項

に規定する建築物エネルギー消費

性能適合性判定を受けた計画によ

る建築物（同法及び都市の低炭素

化の促進に関する法律の規定によ

り適合判定通知書の交付を受けた

とみなされる建築による建築物を

含む。）に係る建築基準法第７条

の３第１項の特定工程に係る建築

物についての同法第７条第１項の

規定に基づく建築物に関する完了

検査の申請又は建築物のエネルギ

ー消費性能の向上等に関する法律

第１３条第２項に規定する建築物

（略） （略） 
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改    正    前 改    正    後 

エネルギー消費性能適合性判定を

受けた計画による建築物に係る建

築基準法第１８条第１６項の規定

に基づく建築物に関する完了検査

の通知に対する検査 

（略）  

６４ 中間検査を経

た昇降機に関する完

了検査申請又は完了

検査通知手数料 

建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に

ついての同法第７条第１項の規定に基づく完了検査の申

請に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分が

含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査の申

請又は同法第１８条第１６項の規定に基づく完了検査の

通知に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査の

通知に対する検査 

（略） 

６５ 建築物に関す

る中間検査申請又は

中間検査通知手数料 

建築基準法第７条の３第１項の規

定に基づく建築物に関する中間検

査の申請又は同法第１８条第１９

項の規定に基づく建築物に関する

中間検査の通知に対する検査 

（略） （略） 

６６ 建築設備に関

する中間検査申請又

は中間検査通知手数

建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく中間検査の

申請に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合における当該昇降機に関する中間検査若

（略） 

エネルギー消費性能適合性判定を

受けた計画による建築物に係る建

築基準法第１８条第２０項の規定

に基づく建築物に関する完了検査

の通知に対する検査 

（略）  

６４ 中間検査を経

た昇降機に関する完

了検査申請又は完了

検査通知手数料 

建築基準法第７条の３第１項の特定工程に係る建築物に

ついての同法第７条第１項の規定に基づく完了検査の申

請に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分が

含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査の申

請又は同法第１８条第２０項の規定に基づく完了検査の

通知に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合における当該昇降機に関する完了検査の

通知に対する検査 

（略） 

６５ 建築物に関す

る中間検査申請又は

中間検査通知手数料 

建築基準法第７条の３第１項の規

定に基づく建築物に関する中間検

査の申請又は同法第１８条第２８

項の規定に基づく建築物に関する

中間検査の通知に対する検査 

（略） （略） 

６６ 建築設備に関

する中間検査申請又

は中間検査通知手数

建築基準法第７条の３第１項の規定に基づく中間検査の

申請に係る計画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分

が含まれる場合における当該昇降機に関する中間検査若

（略） 



6 

改    正    前 改    正    後 

料 しくは同条において準用する同法第７条の３第１項の規

定に基づく建築設備に関する中間検査の申請又は同法第

１８条第１９項の規定に基づく中間検査の通知に係る計

画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれる場

合における当該昇降機に関する中間検査若しくは同条に

おいて準用する同法第１８条第１９項の規定に基づく建

築設備に関する中間検査の通知に対する検査 

６７ 工作物に関す

る中間検査申請又は

中間検査通知手数料 

建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条

の３第１項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申

請又は同法第１８条第１９項の規定に基づく工作物に関

する中間検査の通知に対する検査 

（略） 

（略） 
 

料 しくは同条において準用する同法第７条の３第１項の規

定に基づく建築設備に関する中間検査の申請又は同法第

１８条第２８項の規定に基づく中間検査の通知に係る計

画に同法第８７条の４の昇降機に係る部分が含まれる場

合における当該昇降機に関する中間検査若しくは同条に

おいて準用する同法第１８条第２８項の規定に基づく建

築設備に関する中間検査の通知に対する検査 

６７ 工作物に関す

る中間検査申請又は

中間検査通知手数料 

建築基準法第８８条第１項において準用する同法第７条

の３第１項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申

請又は同法第１８条第２８項の規定に基づく工作物に関

する中間検査の通知に対する検査 

（略） 

（略） 
 

附 則 

この条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和６年法律第５３号）附則第１条第３号に掲げる規

定の施行の日から施行する。 

 

 

理由 建築基準法の一部改正により、条項が整理されたため、所要の改正を行うもの 

 


